
静岡市令和４年台風第15号農地等災害復旧事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 静岡市は、令和４年台風第15号に伴う災害により被害を受けた農地等の早期の復旧を

促進することにより、市内の農業の維持及び安定を図るため、農地等を復旧する事業を行う

農業者等に対し、予算の範囲内において臨時に補助金を交付するものとし、その交付に関し

ては、静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。）及びこ

の要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）農地 市内に存する農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭

和25年法律第169号。以下「暫定措置法」という。）第２条第１項に規定する農地（令和４

年９月23日以前から耕作の目的に供され、今後もその見込みがあるものに限る。）をいう。 

（２）農業用施設 農地の利用又は保全上必要な施設であって次に掲げるものをいう。 

  ア かんがい排水施設 

  イ 農業用道路 

  ウ 農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設 

（３）農地等 農地及び農業用施設をいう。 

（４）農業者 市内に農地を所有し、又は借り受けて農地を耕作する者及びそれらの者で構成

される団体をいう。 

（５）農業者等 農業者及び農業者が耕作する農地の所有者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、所得税法（昭和22年法律第27号）第120条第１項の規

定による申告若しくは地方税法（昭和25年法律第226号）第317条の２第１項の規定による市

町村民税の申告における令和３年又は直近の事業年度における農業に関する事業の売上げが

50万円以上である農業者等で、市長が必要があると認める者とする。 

 （補助事業）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、令和４年台風第15

号に伴う災害により被害を受けた農地等を原形に復旧すること（原形に復旧することが不可

能な場合において、当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含

む。）を目的とする事業で、次に掲げる全ての要件に該当するもの。 

（１）次条の補助対象経費の合計が10万円を超えること。 



（２）暫定措置法第３条第１項第２号に規定する補助の交付が決定されていないこと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に要す

る経費のうち、工事請負費、材料費、労務費、重機等の賃借料その他の農地等の原形の復旧

に要する経費（消費税及び地方消費税を除く。）であって、市長が必要があると認めるものと

する。ただし、国又は地方公共団体からこの要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を受

ける経費については、補助対象経費としない。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１に相当する額（その額に1,000円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）の範囲内において市長が定める額とし、100万円を限度と

する。 

（補助回数） 

第７条 一の補助対象者に対する補助金の交付は、１回限りとする。 

（交付の申請） 

第８条 補助金の交付の申請をしようとする者は、令和４年台風第15号農地等災害復旧事業補

助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定め

る日までに市長に提出しなければならない。 

（１）事業実績書（様式第２号） 

（２）収支決算書（様式第３号） 

（３）位置図（復旧箇所が分かるもの） 

（４）確定申告書の写しその他の農業に関する売上が確認できる書類 

（５）復旧の状況が分かる書類 

（６）復旧に係る作業内容が分かる書類 

（７）領収書の写し 

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

（交付の決定及び確定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を

審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び補助

金の額を確定したときは、令和４年台風第15号農地等災害復旧事業補助金交付決定兼確定通

知書（様式第４号）により、当該申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第５条の２各号のいずれかに該当する場



合は、補助金の交付の決定及び確定をしない。 

（交付の条件） 

第10条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付を決定及び確定するときは、次に掲げ

る条件を付すものとする。 

（１）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿

及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後５年間保管しなければならないこと。 

（２）前号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守す

ること。 

（請求） 

第11条 第９条第１項の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなけれ

ばならない。  

（雑則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年10月12日から施行し、同年９月24日から適用する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。 

附 則 

 この要綱は、令和５年３月31日から施行する。 



様式第１号（第８条関係）

令和４年台風第15号農地等災害復旧事業補助金交付申請書兼実績報告書

年 月 日 

  （宛先）静岡市長

申請者

住所
法人にあっては、その主

たる事務所の所在地

氏名
法人にあっては、その名

称及び代表者の氏名

電話番号

補助金の交付を受けたいので、令和４年台風第15号農地等災害復旧事業補助金交付要綱第

８条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請し、及び実績について報告します。

１ 交付申請額          円

 ２ 添付書類

（１）事業実績書（様式第２号） 

（２）収支決算書（様式第３号） 

（３）位置図（復旧箇所が分かるもの） 

（４）確定申告書の写しその他の農業に関する売上が確認できる書類 

（５）復旧の状況が分かる書類 

（６）復旧に係る作業内容が分かる書類 

（７）領収書の写し 



様式第２号（第８条関係） 

事業実績書 

１ 被災対象物 

□農地    

（１）作物          

（２）所在地

（３）概算面積（㎡）

（４）耕作者

（５）地権者

□農業用施設

（１）施設種別

（２）数量

（３）所有者

２ 被災内容 
□土砂流入 □土砂流出 □冠水・浸水 

□その他（                       ） 

３ 事業内容 

４ 事業実施期間 

事業着手日    年   月   日 

事業完了日    年   月   日 

５ 事業費（補助対象経費）           円 

６ 農業に関する

売上 

現状           円 

５年後

目標 
          円 



様式第３号（第８条関係） 

収支決算書 

１ 収入の部 

（単位：円） 

区分 決算額 備考 

市補助金  

事業主体負担金  

その他（   ）

計   

２ 支出の部 

（単位：円） 

区分 決算額 備考 

事業費   

計   



様式第４号（第９条関係） 

第   号  

年 月 日  

          様 

静岡市長 氏   名 印  

令和４年台風第15号農地等災害復旧事業補助金交付決定兼確定通知書 

年 月 日付けで申請のあった補助金の交付については、静岡市令和４年台風第15号

農地等災害復旧事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第９条第１項の規定により、次

のとおり決定し、及び確定したので、通知します。 

１ 交付決定兼確定額          円 

２ 交付の時期 

３ 交付の条件 

（１）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳

簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後５年間保管しなければならないこと。 

（２）静岡市補助金等交付規則（平成15年度静岡市規則第44号）、要綱及び市長が必要がある

と認める事項を遵守すること。 


